
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
七
条
の
十
八

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
診
断
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
。

第
七
条
の
十
八

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
診
断
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
、
当
該
診
断
書
を
作
成
し
た
医
師
が
記
名
押
印
又
は
署
名
し
た
書
面
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

診
断
書
を
作
成
し
た
医
師
の
氏
名

（
新
設
）

五

（
略
）

四

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報


